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ご担当者様へ
◆

第二東京弁瞳士会織聯局

皿:■■■■■■■■夕

この度は、ご多忙の振､弁護士法第2.3条の2に基づく弁穫士会照会鯖求にご対応いた
だき識にありがとうございますb ･ . ･
以下に､これまで各機関ご担当者鐸より、ご回観こあたりお問い合巷をv,ただくことの．

多かった質問事項についてご案内いたしますので､本件にご対応いた撞く際､お役立てい

ただけると熱､で税 ■■

－ご回答をご用意いただく際のご参考－

よくあるお問い合せについて

）

【回答書の獣について】 ・ ・

回答書の雛型を同封しておりますが、 『別紙の通り』としていただき必要な書類を添付い
ただくか､独自の書式をご利用いただいても繕構です｡同封め『回答書｣をご利用になら
ない場合にば､.第二東京弁謹士会の発信番号(発第2･0●●-●●罰と申出人弁霞士の
氏名を回答書上に表示いただきますようお願い申し上げ蔑筑
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【回答できない場合等】

別の機関､照会すべき内容である場合(照会先相週や､法令上の守秘拳務､その他何
らかのご事情でご回答が不可能な場合等にも､その旨を記載の上､番面にてご返送b､ただ
､きますようお願い申し上げま魂 ．

【回答総にあたり、喪用がかかる場合】

ご回答幡写等含む)にかかる費用隣申出人弁護士雌頼者と相窪め上で直接お支払
いするごととなりま魂金額に艇ってば､お支払いが舞い､ことがございますので､必要
な費用がﾕ万円を超える鑑には､支払の可否につき､あらがじあ申出人弁膜士または、
第二東京弁獲士会の照会担当宛に舗求予定金額差遣灘くださw,ますようお願い申し上げ
ま･#-b

また1万円鯛える餐用で､.申出人弁獲士において支鐸ﾚ､が可能であることの砿認が
とれた事案のご回答には、申出人弁護士宛の舗求書(金額､‘内訳､振込先等の眉餓がある

もの)をご向熱､ただき垂すよう齢てお願い申し上げます。
（裏面に続きます）
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【回答期限について】

申出書上に総段の御がない場合には､第二東京弁謹士会から発送した日付より1ケ月
以内が目安となっており霊魂1ケ月を経過じてもご回答をいただいていない場合に胸

再度のご照会通知をお送りしております｡そのため､ご事情惇よりユヶ月以上の勤間を要
することが確実な場合iこは､その旨(可能であれば目安の期間も含めて）を第二東京弁穫
士会へご連絡をいただけると幸いですb

ご連絡の際には、どの発信番号(20●●－●●号）の事案について動をご確認の上で

お問い合せください。

な抵弗麓士会照会制度に基づく照会は､弁護士が業務を断す-るために必塞な禰査活
動ですb可鑑な限り．早めにご回答を跡ただきたくご理解ご協力のほどお願い申し上げますb

【回答書を弁謹士会へ送付する方法について】・

弁謹士会からの送付物に、料金受取人払いの遊信用封筒（郵券添付は不要です)を同封

しておりますので､回答書醤ご鑑1，ただく際に昌剰用ください‘
また､同封筒は､個人情報保瞳並びに郵便鐘の追跡繩ができるよう｢簡易書留｣専用
を利用しておりますb･そのため、発送時、郵便局窓口でのお手続き・卿便局員による直接

の受付）が必要となりま戎お字数をおかけして恐縮ですが、お近くの郵便局（もじく.は

出入りの郵便局員）にてお手続きいただきますようお願い申し上げますも ・

回答書が封僑に入りきらない場合には､着払いでお送りいただくか､郵送受を立て替え
ていただ雷郵送費の請求書を回答害に添付していただきますようお願い申し上げ蔑沈

震た、回答笹賎申出人弁嬢士の事務所ではなく、第二東京弁謹士会宛にお送りいただ

きますようお願い申し上げますb

【回答の開示範囲について】

第二東京弁謹士会に心､ただいた回答膳必ず申出人弁護士に交付されますbこれを餉提

としてご回答ください。いただいた回答内容を弁膜士会で判断じ週別する取扱いはしてお

りませんb申出人弁震土にさえ交付できない情報を含むというご判断であれば､御理由
と共に､拒否のご回答の形と･していただくようお願い申じ上げま龍．

【申出害上の｢手続きに関する希望』について1
． 8 . 6 o ． ． ． ．

申出書上に「手続きに関する希望』として、 「同一性証明の発行』、 『照会先への照会書発

送方法｣､｢回答書の受領方法Jﾐr手柵免除の骸当幽等の表示のある場合がございま塊

これは､弁蔑士会内での手続きに関する表示であり、ご回審をお願いLたい照会事項では
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ござし陸せん･
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